
移住支援金 申請書類

共通

・移住支援金交付申請書

・移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書

・写真付き身分証明書の写しその他の提示による本人確認ができる書類の写し

・移住先の住民票（世帯で申請する場合は世帯全員、続柄入りのもの）

・移住元の住民票の除票またはその他の移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類

・移住支援金の振込先となる預金通帳などの写し

就業要件を証明する書類

（１）就業の場合

・就業証明書（移住支援金の申請用）移住先で勤務している証明

（２）テレワークの場合

《雇用されている方》

・就業証明書（移住支援金の申請用）テレワークで勤務している証明

《個人事業主・フリーランスの方》

・就業時間の証明書（移住支援金（テレワーク）の申請用）

（３）関係人口の場合

・該当要件に応じて提出書類が異なります。

詳しくは、企画情報課（0767-29-8230）までお問い合わせください。

（４）起業の場合

・公益財団法人石川県産業創出支援機構が交付した起業支援金の交付決定通知書の写し

！注意！以下の方は追加で証明書が必要です。

（１）東京２３区外の東京圏（条件不利地域を除く）から東京２３区内の企業などへ通勤し

ていた方

《雇用保険被保険者》

・東京２３区内で通期していた企業等の就業証明書（移住支援金の申請用）または移住をす

る直前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

《法人の経営者又は個人事業主》

・開業届出済証明書その他の移住をする直前の在勤地及び在勤期間を確認できる書類



（２）東京２３区外の東京圏（条件不利地域を除く）から東京２３区内の大学等へ通学し、

その後において東京２３区内の企業等へ就職した方

・東京２３区内の大学等の在学期間のわかる書類（卒業証明書、成績証明書など）

《雇用保険被保険者》

・東京２３区内で通勤していた企業等の就業証明書（移住支援金の申請用）または移住をす

る直前の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

《法人の経営者又は個人事業主》

・開業届出済証明書その他の移住をする直前の在勤地及び在勤期間を確認できる書類


